
狭あい協議の建築主・代理人の皆様へ狭あい協議の建築主・代理人の皆様へ

後退用地は市の無料舗装におまかせ！

・公道を含む狭あい道路

・後退用地の幅が20㎝以上、長さが4m以上

・都市計画法第29条の開発許可を伴う事業ではない

・法人申請ではないなどを全て満たす場合は、

市が無料舗装します！
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舗装整備
申出書 後退用地は

砂利や土などで
整地しておいてください

狭あい道路拡幅整備協議申出書を申請し、

本申請受付のお知らせメールが届いたら、

狭あい道路舗装整備申出書を申請します

市から支給された後退杭などの

設置後、建築審査課にメール等

で写真報告します
後退杭

STEP③ 電話連絡

STEP① 申請
STEP②写真報告 建物・外構の工事完了後、建築審査課に電話

連絡し、市の舗装工事の日程調整をします

＜お問合せ先＞ 川崎市まちづくり局建築審査課狭あい担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 電話︓044-200-3020 メール︓ 50kesins@city.kawasaki.jp

無料舗装の流れ

後退杭などの設置は
外構工事の前でも後でも

OKです

各申請はLoGoフォームで︕
詳細は裏面へ

mailto:50kesins@city.kawasaki.jp


無料舗装のLoGoフォーム申請の仕方

１．狭あい道路拡幅整備協議申出書の手続きの流れ

①市HPで「狭あい道路拡幅整備協議申出書（公道用）」をダウンロード

②案内図、配置図、道水路台帳の写し、公図の写しを用意

③LoGoフォーム「狭あい道路拡幅整備協議申出書類の事前相談」で
入力フォームに沿って申請

検索

［URL］https://logoform.jp/form/FUQz/5092

［URL］https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000017817.html
03_【狭あい協議】の様式 より

川崎市 狭あい協議

検索

［URL］https://logoform.jp/form/FUQz/59489

［URL］https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000017817.html
09_【市舗装】の様式 より

川崎市 狭あい協議
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カクフッくんは愛知県岡崎市で生まれた
狭あい道路拡幅整備PRキャラクターです。

狭あい協議と建築工事で
代理人さんが変わる場合は
引き継ぎをお願いします！

２．狭あい道路舗装整備申出書の手続きの流れ

①市HPで「舗装整備申出書（公道用）」をダウンロード

②LoGoフォーム「狭あい道路舗装整備申出書の受付」で入力フォームに
沿って申請

https://logoform.jp/form/FUQz/5092
https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000017817.html
https://logoform.jp/form/FUQz/59489
https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000017817.html

